
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 補助金台帳 

作成年月日（修正した場合

は直近の修正年月日） 
令和５年４月１日 

実施機関の名称 

課名 

鯖江市長 

商工観光課 

個人情報ファイルの 

利用目的 
補助金制度を利用する個人または法人の情報管理を行うため 

記録項目 

1 事業所所在地、2 氏名、3 代表者名、4 役職名、5 補助金名、 

6 申請日、7 事業費、8 対象経費、9 補助金額、10 交付履歴、 

11指令番号 

記録範囲 補助金制度を利用する個人または法人 

記録情報の収集方法 

☑ 本人 

□ 本人以外→□ 実施機関内部（              ） 

     □ 他の実施機関から（            ） 

     □ 他の機関から（              ） 

     □ その他（                 ） 

要配慮個人情報の有無 無 

記録情報の経常的提供先 無 

訂正および利用停止に関

する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

無 

開示請求等を受理する組

織名称および所在地 
鯖江市役所総務部行政管理課 鯖江市西山町１３番１号 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第 7項に該当する

ファイル ☑有 □無 

備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 融資台帳 

作成年月日（修正した場合

は直近の修正年月日） 
令和５年４月１日 

実施機関の名称 

課名 

鯖江市長 

商工観光課 

個人情報ファイルの 

利用目的 

鯖江市中小企業融資制度を利用する個人または法人の情報管理を行

うため 

記録項目 

１．氏名 ２．法人名 ３．設立年月日 ４．住所 ５．受付年月日 

６．貸付年月日 ７．返済期間 ８．電話番号 ９．FAX番号 

１０．代表者氏名 １１．融資額 １２．貸付利率 １３．利子補給

率 １４．郵便番号 １５．役職名 １６．従業員数 １７．業種 

１８．許認可証 

記録範囲 鯖江市中小企業融資制度を利用する個人または法人 

記録情報の収集方法 

☑ 本人 

☑ 本人以外→□ 実施機関内部（              ） 

     □ 他の実施機関から（            ） 

     ☑ 他の機関から（金融機関、福井県信用保証協会） 

     □ その他（                 ） 

要配慮個人情報の有無 無 

記録情報の経常的提供先 無 

訂正および利用停止に関

する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

無 

開示請求等を受理する組

織名称および所在地 
鯖江市役所総務部行政管理課 鯖江市西山町１３番１号 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第 7項に該当する

ファイル ☑有 □無 

備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 経営相談データベース 

作成年月日（修正した場合

は直近の修正年月日） 
令和５年４月１日 

実施機関の名称 

課名 

鯖江市長 

商工観光課 

個人情報ファイルの 

利用目的 
経営相談情報管理、企業向けメール配信を行うため 

記録項目 

１．代表者名 ２．事業所名 ３．役職名 ４．所在地 ５．郵便番

号 ６．生年月日 ７．住所 ８．電話番号 ９．メールアドレス １

０．口座番号 １１．業種 １２．事業概要 １３．社員数 １４．

売上額 

記録範囲 
鯖江のがんばる事業者応援給付金を利用した個人または法人 

経営相談業務による訪問先の個人または法人 

記録情報の収集方法 

☑ 本人 

□ 本人以外→□ 実施機関内部（              ） 

     □ 他の実施機関から（            ） 

     □ 他の機関から（              ） 

     □ その他（                 ） 

要配慮個人情報の有無 無 

記録情報の経常的提供先 無 

訂正および利用停止に関

する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

無 

開示請求等を受理する組

織名称および所在地 
鯖江市役所総務部行政管理課 鯖江市西山町１３番１号 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第 7項に該当する

ファイル ☑有 □無 

備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 セーフティネット台帳 

作成年月日（修正した場合

は直近の修正年月日） 
令和５年４月１日 

実施機関の名称 

課名 

鯖江市長 

商工観光課 

個人情報ファイルの 

利用目的 

セーフティネット保証制度の認定を利用する個人または法人の情報

管理を行うため 

記録項目 
１．氏名 ２．事業所名 ３．役職名 ４．所在地 ５．郵便番号 

６．住所 ７．申請日 ８．売上減少率 

記録範囲 セーフティネット保証制度の認定を利用する個人または法人 

記録情報の収集方法 

☑ 本人 

☑ 本人以外→□ 実施機関内部（              ） 

     □ 他の実施機関から（            ） 

     ☑ 他の機関から（金融機関、福井県信用保証協会） 

     □ その他（                 ） 

要配慮個人情報の有無 無 

記録情報の経常的提供先 無 

訂正および利用停止に関

する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

無 

開示請求等を受理する組

織名称および所在地 
鯖江市役所総務部行政管理課 鯖江市西山町１３番１号 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第 7項に該当する

ファイル ☑有 □無 

備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 農家台帳 

作成年月日（修正した場合

は直近の修正年月日） 
令和５年４月１日 

実施機関の名称 

課名 

鯖江市長 

農林政策課 

個人情報ファイルの 

利用目的 
非主食用米、転作作物作付に係る補助金交付に関する事務を行うため 

記録項目 
1.集落名 2.住所 3.氏名 4.電話番号 5.地名地番 6.水田面積 

7.作付面積 8.作物名 9.口座番号 

記録範囲 田、畑の耕作情報を有する者 

記録情報の収集方法 

☑ 本人 

☑ 本人以外→□ 実施機関内部（              ） 

☑ 他の実施機関から（福井県農業共済組合   ） 

□ 他の機関から（              ） 

□ その他（                 ） 

要配慮個人情報の有無 無 

記録情報の経常的提供先 無 

訂正および利用停止に関

する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

無 

開示請求等を受理する組

織名称および所在地 
鯖江市役所総務部行政管理課 鯖江市西山町１３番１号 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第 7 項に該当する

ファイル ☑有 □無 

備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 畜犬登録ファイル 

作成年月日（修正した場合

は直近の修正年月日） 
令和５年４月１日 

実施機関の名称 

課名 

鯖江市長 

環境政策課 

個人情報ファイルの 

利用目的 
飼い犬の記録および管理を行うため 

記録項目 

1 所有者住所、2 所有者氏名、3 所有者電話番号、4犬の名前、5犬

の生年月日、6 犬の性別、7 犬の種類、8 犬の毛色、9 犬の体格、10 

鑑札番号、11登録年月日、12 注射実施日、13 注射番号、14 注射病

院、15 獣医師名、16 変更等履歴 

記録範囲 鯖江市に犬を登録する所有者 

記録情報の収集方法 

☑ 本人 

☑ 本人以外→□ 実施機関内部（              ） 

     ☑ 他の実施機関から（他市区町村       ） 

     □ 他の機関から（              ） 

     □ その他（                 ） 

要配慮個人情報の有無 無 

記録情報の経常的提供先 
犬の所有者の転出した場合の市区町村、福井県動物愛護センター、保

健所、警察署 

訂正および利用停止に関

する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

無 

開示請求等を受理する組

織名称および所在地 
鯖江市役所総務部行政管理課 鯖江市西山町１３番１号 

個人情報ファイルの種別 

☑ 法第 60条第 2項第 1号 

（電算処理ファイル） □法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21条第 7項に該当する

ファイル ☑有 □無 

備考 
狂犬病予防法第４条で市区町村に犬の登録簿の作成が義務付けられ

ている。 

 

 


